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第29回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第29回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上
げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措
置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト
に「第29回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェ
ブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　また、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載
しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセ
スして、会社名又は上記証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR
情報」を選択の上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　本株主総会の開催にあたり、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主
総会当日にご体調がすぐれない方、特に感染による影響が大きいとされるご高齢の方
や基礎疾患のある方、妊娠されている方におかれましては、ご来場をお控えいただ
き、事前に議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。なお、本株主総会に
ご出席の株主様へのお土産はございません。
　本株主総会の模様につきましては、ライブ配信によりご覧いただけますが、ライブ
配信では、議決権を行使いただくことができません。ご理解いただきますようお願い
申し上げます。
　事前に議決権を行使いただく株主様は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご
検討の上、2023年３月23日（木曜日）午後６時までに行使いただきますようお願い申
し上げます。

敬　具
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１．日 時 2023年３月24日（金曜日) 午前10時
２．場 所 東京都千代田区四番町６番　東急番町ビル

当社５階会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．株主総会の目的事項
報 告 事 項

１．第29期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等
委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第29期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
　議　案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件

４．議決権の行使に関する事項

     

記

(1) 書面による議決権行使の場合
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否を
表示いただき、2023年３月23日（木曜日）午後６時までに到着するようご返送
ください。
　議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとして取
り扱わせていただきます。

(2) インターネットによる議決権行使の場合
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に記載の当社指定の議
決権行使ウェブサイト（https://www.net-vote.com/）にアクセスしていただ
き、画面の案内にしたがって、2023年３月23日（木曜日）午後６時までに議案
に対する賛否をご入力ください。スマートフォンをご利用の場合は、QRコード
により直接議決権の行使が可能です（詳細は、次頁をご参照ください。）。

(3) 議決権の重複行使の取り扱い
① 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インター

ネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
② インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に

行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
以　上

（お 願 い）当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議

決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げま

す。また、本招集ご通知をご持参ください。

（お知らせ）当社は、招集ご通知及び株主総会参考書類の英訳版を当社ウェブサイト

(https://digital-holdings.co.jp/en/）に掲載しております。

電子提供措置事項に修正すべき事項が生じた場合は、上記インターネッ

ト上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項

並びに修正後の事項を掲載いたします。
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【インターネットによる議決権行使のご案内】

　インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから当社の指
定する以下の議決権行使ウェブサイトにてご利用いただくことが可能です。

１．議決権行使ウェブサイトへのアクセスについて
〔議決権行使ウェブサイトアドレス〕https://www.net-vote.com/

議決権の行使期限は、2023年３月23日（木曜日）午後６時までとなっておりま
すので、お早めに行使をお願いいたします。

２．インターネットによる議決権行使方法について
〔パソコンをご利用の方〕

上記の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、本招集ご通知とあわ
せてお送りする議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「パスワード」
をご入力の上、画面の案内にしたがって議案の賛否をご入力ください。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け「議決権電子行
使プラットフォーム」をご利用いただくことが可能です。

株式会社アイ・アールジャパン　証券代行業務部

　【専用ダイヤル】0120－975－960
　【受 付 時 間】午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

　インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせにつきましては、以下に
お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

　

〔スマートフォンをご利用の方〕
本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に記載の「スマートフォ
ン用QRコード」を読み取りいただくことにより、「ログインID」及び「パスワ
ード」を入力することなく議決権を行使いただくことができます。
なお、一度議決権を行使された後で行使内容を変更される場合は、上記の議決
権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載の「ロ
グインID」及び「パスワード」をご入力の上、画面の案内にしたがって議案の
賛否をご入力ください。（QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

３．ご留意事項
(1) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際に発生する費用は、株主様のご負

担となります。
(2) 株主様のインターネット利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトをご

利用いただけない場合があります。
(3) 議決権行使ウェブサイトは、フィーチャーフォン等一部携帯電話を用いたイン

ターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。
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◆ID（半角９桁・ハイフンは不要です。）

議決権行使書用紙又は配当金関連書類等に

記載されている「株主番号」

（株主番号が８桁の株主様は株主番号の先頭に

 「0」をつけてください。）

◆パスワード（半角７桁・ハイフンは不要です。）

株主名簿上のご登録住所の「郵便番号」

【視聴方法に関するお問い合わせ（当日のみ）】
電話番号：03-4223-0804
受付日時：2023年３月24日（金曜日）午前９時から本株主総会終了時刻まで

【ライブ配信のご案内】

　本株主総会の模様をご自宅等からでも視聴いただけるよう、以下のとおりインター

ネットによるライブ配信を行います。

１．配信日時

2023年３月24日（金曜日）　午前10時から本株主総会終了時刻まで

２．当日の視聴方法

株主様認証画面（ログイン画面）で必要となる「株主番号」をあらかじめご用意の

上、以下の視聴用ウェブサイトにアクセスをお願いいたします（議決権行使書用紙

を投函する前に必ず「株主番号」をお手元にお控えください。）。

◆視聴用ウェブサイト

https://2389.ksoukai.jp　　　　　　　　　　　　　二次元コードはこちら

◆視聴テスト

視聴用ウェブサイト内にて視聴環境のテストを事前に行っていただけます。視

聴環境のテストページは、2023年３月２日（木曜日）午前10時から３月24日

（金曜日）午前９時30分頃までご利用いただけます。ぜひご活用ください。

【コメントの受付について】

株主様とのコミュニケーション向上のため、本株主総会に関するご質問（会社法第

314条に基づく、ご出席株主様による質問権の行使としてのご質問とは異なるため、

以下「コメント」といいます。）を以下の方法により受け付けております。受け付け

たコメントにつきましては、株主総会における正式なご発言とはなりませんが、本株

主総会当日にてご紹介・ご回答させていただくことがございます。ご了承のほど、お

願い申し上げます。
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受付方法①：ライブ配信の視聴用ウェブサイトにアクセスし、ID（「株主番号」）

及びパスワード（「郵便番号」）を入力してログインの上、『事前質

問を行う』よりコメントを記載ください。株主様お一人につき３回

（１回あたり300字まで入力可。）までコメントが可能です。なお、

2023年３月17日（金曜日）午後６時までに送信をお願いいたします。

受付方法②：ライブ配信の画面のメッセージ投稿フォームにコメントを記載して、

本株主総会開始後から議長が受付の終了をご案内するまでに送信をお

願いいたします。

【株主総会運営についてのご注意事項】

● 本株主総会は、ご用意できる株主様の座席数に限りがございます。そのため、当

日ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございます。

● 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主様の安全を第一に考え、ご出

席の株主様へは、受付の際、運営スタッフによる検温をさせていただき、発熱が

あると認められる方（体温が37.5度以上の方）や体調不良と見受けられる方に

は、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。

● 当日ご出席される株主様には、マスクの着用をお願い申し上げます。ご出席され

る株主様の感染リスクを避けるため、マスク着用にご協力いただけない場合に

は、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。

● 一部役員につきましては、感染リスクを避けるため、遠隔地からの通信を用いた

参加とさせていただく場合がございます。

● 当日は質疑応答も含めてライブ配信を予定しておりますので、当日ご出席される

株主様で、お名前がライブ配信されることを希望されない株主様がご発言される

場合には、出席票の番号のみをお申し出ください。

● 本株主総会会場のライブ配信映像は、ご出席される株主様のプライバシーに配慮

し、議長席及び役員席付近を会場後方から撮影いたしますが、ご出席される株主

様がやむを得ず映り込んでしまう場合がございますので、あらかじめご了承くだ

さい。

● ライブ配信をご視聴いただく際には、株主様がご使用になるパソコン等の環境

（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度等）によ

り、映像や音声に不具合が生じる場合がございます。なお、ライブ配信をご視聴

いただく際に発生する費用は、株主様のご負担となります。

● ライブ配信につきましては、万全を期しておりますが、通信環境の悪化やシステ

ム障害等の不測の事態により、やむを得ず中止・中断する場合がございます。

● 当日ご出席いただいた株主様へのお土産はございません。
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事 業 報 告

( 2022年１月１日から
2022年12月31日まで )

(添付書類)

１．企業集団の現況に関する事項

(1)事業の経過及び成果

当社グループを取り巻く経営環境については、少子高齢化に伴う人口減により

国内市場が縮小する一方で、近年の科学技術・イノベーションの急激な進展によ

り、データとデジタル技術を活用して、従来の製品やサービス、ビジネスモデル

を変革するデジタルトランスフォーメーション（DX）の実現を目指す動きが活発

化しております。また、内閣府が提唱する、サイバー（仮想）空間とフィジカル

（現実）空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決

を両立する、人間中心の社会：「Society5.0」の実現が進んでいくと考えてお

り、当社グループが提供を目指す「情報・ヒト・モノ・カネ」に関連する「デジ

タルシフト」に対する需要は更に高まると予想しております。

当社グループは、2030年に目指す姿を「Society5.0を牽引する新たな価値創出

と社会課題を解決する、真のデジタルシフトカンパニー」と定義し、企業のあら

ゆる「デジタルシフト」を牽引することにより、企業価値及びキャッシュ・フロ

ーの最大化を図ることを方針としており、2020年７月１日付で「株式会社オプト

ホールディング」から「株式会社デジタルホールディングス」へと社名を変更い

たしました。また、主力事業を従来の顧客のプロモーション支援を中心としたマ

ーケティング事業に加え、デジタルシフト関連事業へと事業領域を拡張し、

「2030年に企業価値１兆円」を達成することを目標としております。

当社グループは、上記経営方針の実現に向けた2023年までの中期事業目標とし

て「DSイノベーション2023」を掲げております。当事業年度はデジタルシフト事

業へのピボットを強力に促進するため、「IX（産業変革：Industrial 

Transformation）集中投資」及び「広告事業収益性継続改善」を重点施策として

掲げ、以下の内容をそれぞれ実行いたしました。

① IX集中投資

当社グループは、「選択と集中」の観点から、高成長を期待できるIX事業に

対して、人的資源・金融資源の集中投下を行い、当事業年度において、IX事

業及びIX関連事業へ33億円を超える投資を行いました。その結果、当社グル

ープのIX関連事業の売上成長率は前連結会計年度比421.9％増となりました。
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※IX関連事業の売上成長率：「収益認識に関する会計基準」（企業会計

基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等の適用前の会計基準に基づき算定

② 広告事業収益性継続改善

広告事業の営業利益率は、2021年度において、2020年度の2.2％から4.2％に

改善しましたが、当事業年度においても継続してインターネット広告のオペ

レーション及びクリエイティブ業務プロセスを見直し、また事業ポートフォ

リオ再編等を実施した結果4.5％となり、着実に収益性が改善しております。

※営業利益率：「収益認識会計基準」等の適用前の会計基準に基づく売

上高ベースから算定

上記経営方針に基づいた事業推進の結果、当社グループの当連結会計年度にお

ける業績は収益16,924百万円（前連結会計年度比48.2％減）、売上総利益11,208

百万円（前連結会計年度比55.6％減）、営業損失447百万円（前連結会計年度は

営業利益10,922百万円）、EBIT8,324百万円（前連結会計年度比45.6％減）、

EBITDA9,983百万円（前連結会計年度比40.9％減）、親会社株主に帰属する当期

純利益5,719百万円（前連結会計年度比44.1％減）となりました。

なお、第２四半期連結会計期間からソウルドアウト株式会社及びその連結子会

社３社並びに株式会社SIGNATEが連結子会社から外れており、連結除外の影響を

除いた当連結会計年度の業績及び前連結会計年度比は収益15,503百万円（前連結

会計年度比43.6％減）、売上総利益10,019百万円（前連結会計年度比51.5％

減）、営業損失354百万円（前連結会計年度は営業利益10,845百万円）、

EBIT△459百万円（前連結会計年度は15,323百万円）、EBITDA1,101百万円（前連

結会計年度比93.3％減）、親会社株主に帰属する当期純損失212百万円（前連結

会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益10,553百万円）となりました。

なお、当事業年度より「収益認識会計基準」等を適用しており、「収益認識会

計基準」等適用前の会計基準に基づく「売上高」ではなく、「収益認識会計基

準」等適用後の「収益」を記載しております。前連結会計年度と収益の会計処理

が異なることから、上記の連結業績の収益、デジタルシフト事業の収益及び広告

事業の収益については、「収益認識会計基準」等適用後の会計基準に基づく収益

に組み替えた数値による前連結会計年度との比較により説明しております。ま

た、参考として、11ページに前連結会計年度の収益について代理人として行われ

る取引を総額表示から純額表示に組み替えた数値を「収益認識会計基準」等適用

前の会計基準に基づく売上高に組み替えた数値による前連結会計年度との比較を

記載しております。
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セグメント別の業績は次のとおりです。

＜デジタルシフト事業＞

デジタルシフト事業は、株式会社リテイギ、株式会社RePharmacy、株式会社

コネクトム等を中心に、各産業が抱える業界課題の解決に向け、産業特化型

Vertical SaaSをはじめとした新規事業の開発・サービスの提供、株式会社バ

ンカブルが提供する広告費の分割・後払いサービス、及び株式会社デジタルシ

フト等を中心に展開されるデジタルシフトに関するコンサルティング、DXプロ

ダクト開発等で構成されております。

デジタルシフト事業の当連結会計年度における業績は、第２四半期連結会計

期間からソウルドアウト株式会社の連結子会社２社及び株式会社SIGNATEが連

結子会社から外れたこと等により、収益5,137百万円（前連結会計年度比

13.3％減）、売上総利益2,097百万円（前連結会計年度比21.3％減）、営業損

失603百万円（前連結会計年度は営業損失741百万円）、EBIT△620百万円（前

連結会計年度は△743百万円）、EBITDA△369百万円（前連結会計年度は△469

百万円）となりました。

なお、第２四半期連結会計期間からソウルドアウト株式会社の連結子会社２

社及び株式会社SIGNATEが連結子会社から外れることによる連結除外の影響を

除いた当連結会計年度の業績及び前連結会計年度比は、収益4,561百万円（前

連結会計年度比13.4％増）、売上総利益1,645百万円（前連結会計年度比

37.5％増）、営業損失624百万円（前連結会計年度は営業損失731百万円）、

EBIT△734百万円（前連結会計年度は△690百万円）、EBITDA△547百万円（前

連結会計年度は△616百万円）となりました。

＜広告事業＞

広告事業は、株式会社オプトを中心に展開されるインターネット広告代理事

業及びソリューション開発、販売等で構成されております。

広告事業の当連結会計年度における業績は、ソウルドアウト株式会社及びそ

の連結子会社１社が連結子会社から外れた影響が大きく、収益9,355百万円

（前連結会計年度比28.4％減）、売上総利益8,213百万円（前連結会計年度比

27.7％減）、営業利益2,658百万円（前連結会計年度比17.5％減）、EBIT2,426

百万円（前連結会計年度22.9％減）、EBITDA2,689百万円（前連結会計年度比

23.4％減）となりました。

なお、第２四半期連結会計期間からソウルドアウト株式会社及びその連結子

会社１社が連結子会社から外れることによる連結除外の影響を除いた当連結会

計年度の業績及び前連結会計年度比は、収益8,449百万円（前連結会計年度比
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10.4％減）、売上総利益7,425百万円（前連結会計年度比7.9％減）、営業利益

2,646百万円（前連結会計年度比12.1％減）、EBIT2,638百万円（前連結会計年

度比11.9％減）、EBITDA2,859百万円（前連結会計年度比11.2％減）となりま

した。

＜金融投資事業＞

金融投資事業は株式会社デジタルホールディングス、Bonds Investment 

Group株式会社、BIG１号投資事業有限責任組合、BIG２号投資事業有限責任組

合、OPT America Inc.、及び2022年12月に社会課題・社会構造を変革し解決し

得るサステナブルな事業を推進するスタートアップへ投資することに特化して

組成したBIG SX１号投資事業有限責任組合にて運用を行う投資事業等で構成さ

れております。

金融投資事業の当連結会計年度における業績は、営業投資有価証券の売却益

の計上があったものの、前連結会計年度において営業投資有価証券として当社

が保有していたラクスル株式会社の株式を売却したことによる売却益の計上が

あったため、収益2,594百万円（前連結会計年度比81.7％減）、売上総利益953

百万円（前連結会計年度比91.6％減）、営業利益763百万円（前連結会計年度

比93.1％減）となりました。また、前年第３四半期連結会計期間に当社グルー

プが出資している投資ファンドが保有する米国株式の新規株式公開による営業

外収益を計上していたため、EBIT811百万円（前連結会計年度比94.8％減）、

EBITDA1,879百万円（前連結会計年度比88.4％減）となりました。

当社では投資成果の透明性を高めることを目的として、IRR（Internal Rate 

of Return）を開示しております。計算対象となる銘柄について、2013年度以

降に金融投資事業で投資した銘柄を算定対象とする、と定義しており、脚注に

て算出方法の詳細を開示しております。当連結会計年度末時点での税引き後

IRRは、前連結会計年度末比1.8ポイント減少し、19.0％となりました。また、

AUM（Assets Under Management）は、保有する上場株式の時価下落等により前

連結会計年度末比13.8％減の13,817百万円となりました。

（前提条件）

IRR（Internal Rate of Return）

IRR算定の前提条件

・計算対象銘柄：2013年から2022年12月末までに金融投資事業で投資した銘

柄

・計算基準日：2022年12月末
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・算定方法

1)減損銘柄の取扱い

減損時の純資産額で売却したと仮定して算定

2)直近でファイナンス（株式による資金調達）がある銘柄の取扱い

当該資金調達時の株式価値評価額で売却したと仮定して算定

3)IPO銘柄

計算基準日の時価で売却したと仮定して算定

4)ファンド銘柄

2022年12月末以前の回収額と2022年12月末時点の簿価を用いてIRRを

算定

5)上記以外の銘柄

売却、減損、ファイナンス（株式による資金調達）、IPO等により取

得価額に変動がない銘柄は、算定基準日に取得価額で売却したと仮定

して算定

・IRR計算時における法人税の取扱い：法人税を考慮

AUM（Assets Under Management）

関連会社株式は帳簿価額、営業投資有価証券及び投資有価証券は減損考慮

後の公正価値の合計額

営業投資有価証券・投資有価証券の公正価値は銘柄ごとに区分し以下にて算

定しております。

（関連会社株式については帳簿価額としております）

・投資額が少額な銘柄：取得価額

・上場会社である銘柄：2022年12月末時点の市場価格

・直近でファイナンス（株式による資金調達）がある銘柄：当該ファイナン

ス価額に基づいた評価額

・上記以外の銘柄については、事業の状況に応じて、マルチプル法・DCF

法・純資産法に分類して算定しております。

＜株式会社デジタルホールディングス管理コスト＞

当社管理部門の当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、人件費の

増加等により、3,269百万円（前連結会計年度比25.6％増）となりました。

また、当社は、2022年2月9日付「子会社株式に対する公開買付けに係る応募

契約の締結及び特別利益の計上見込みに関するお知らせ」にて公表いたしまし

たとおり、当社が保有するソウルドアウト株式会社の普通株式の全てについ
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「収益認識会計基準」等適用後 （単位：百万円）

前連結

会計年度

当連結

会計年度
前期比増減額

前期比増減

（％）

収益 32,701 16,924 △15,776 △48.2

デジタルシフト事業 5,927 5,137 △790 △13.3

広告事業 13,068 9,355 △3,712 △28.4

金融投資事業 14,184 2,594 △11,590 △81.7

調整額 △479 △162 316 －

「収益認識会計基準」等適用前 （単位：百万円）

前連結

会計年度

当連結

会計年度
前期比増減額

前期比増減

（％）

売上高 98,515 69,459 △29,056 △29.5

デジタルシフト事業 9,055 8,301 △754 △8.3

広告事業 76,193 58,999 △17,194 △22.6

金融投資事業 14,184 2,594 △11,590 △81.7

調整額 △917 △434 482 －

て、株式会社博報堂ＤＹホールディングスが2022年2月10日から実施しており

ました公開買付けに応募し、この結果、特別利益9,008百万円を計上しており

ます。

（参考）

収益認識会計基準等を当連結会計年度の期首から適用したため、主な影響とし

て、代理人として行われる取引について従来売上高と売上原価を総額で表示して

いたものを、純額表示に変更しております。ご参考として、下表のとおり、前連

結会計年度の収益について、代理人として行われる取引を総額表示から純額表示

に組み替えた数値及び当連結会計年度の収益を「収益認識会計基準」等適用前の

会計基準に基づく売上高に組み替えた数値を記載しております。
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(2) 対処すべき課題

当社グループは、以下の点を事業上及び財務上の主な経営課題と捉えておりま

す。

① デジタルシフト事業における高成長率の維持

国内の「デジタルシフト」に対する需要が高まる一方で、企業のDX関連サー

ビスは大手ITベンダー、コンサルティングをはじめとした様々な企業から提供

されており、競合環境は一層激しさを増しております。当社グループは、従来

のインターネット広告代理事業で培った顧客基盤、マーケティングノウハウを

活かしたサービスを提供し、デジタルシフト事業における高い成長率を確保す

る方針です。

② 広告事業における収益性の改善

当社グループの広告事業の主力であるインターネット広告業の市場規模は、

インターネット広告費の総額が2019年にはじめてテレビメディア広告費を超

え、２兆円を超える水準に拡大しております。一方で、同業他社との競争環境

も厳しさを増しております。当社グループは、業務プロセスを見直し、運用業

務における自動化の推進等により、収益性を確保する方針です。

③ デジタルシフト関連企業への投資規模確保

当社グループは、金融投資事業でのインターネット関連企業等への投資によ

り発生したキャピタルゲイン等を原資として、デジタルシフト事業に関連する

企業等の買収を計画しております。デジタルシフト関連企業への投資は、その

成長性の高さからバリュエーションが上昇する傾向にありますが、当社グルー

プ創業時から培ってきたインターネット関連業界における知見・人的ネットワ

ークを駆使して、候補先を選定する方針です。

④ グループ運営体制の整備

当社グループは、将来の主力事業の成長を担う人材の育成・確保に向け、事

業転換に適合したグループ運営体制の再整備を実施しております。また、テク

ノロジーの著しい発展の影響を受ける当社グループの事業展開における意思決

定プロセスを整備いたします。

⑤ ROE10％の達成

当社グループは、収益力、資本効率等の改善を図るために投資効率を重視し

た意思決定を行うため、恒常的にROE10％を達成することを重要項目としてお

ります。そのため、主要事業における収益性を改善する一方で、内部留保の水

準等も考慮しながら、機動的かつ柔軟に自社株買い等の株主還元策についても

検討する方針です。

(3) 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。
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(4) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(5) 重要な企業再編等の状況

　当社は、2022年４月１日付で、ソウルドアウト株式会社の全株式を株式会社博

報堂ＤＹホールディングスに譲渡し、ソウルドアウト株式会社及びその子会社を

当社グループの連結範囲から除外しました。

区分
第26期

(2019年12月期)
第27期

(2020年12月期)
第28期

(2021年12月期)

第29期
(当連結会計年度)
(2022年12月期)

収 益
(第28期までは売上高)

(百万円) 89,953 88,768 98,515 16,924

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失

(百万円) 2,833 4,358 14,662 △439

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 1,928 3,750 10,231 5,719

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 84.23 167.86 473.28 299.29

総 資 産 (百万円) 61,132 71,434 69,728 55,963

純 資 産 (百万円) 32,601 40,018 40,930 36,245

(6) 財産及び損益の状況

（注）1. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき、算定
しております。

　　2.「収益認識会計基準」等を第29期の期首から適用しており、当連結会計年度に係る主要な
経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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会 社 名 資 本 金
当　社　の
議決権比率

主要な事業内容

㈱ オ プ ト 100百万円 100.0％ インターネット広告代理事業

㈱ デ ジ タ ル シ フ ト 499百万円 100.0％
デジタルシフトに関わる各種支援
事業

O P T  A m e r i c a , I n c . 2,405百万円 100.0％ 金融投資事業

(7) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

特記すべき事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）1. 当社の連結子会社は、上記の会社を含め15社です。
2. 当社には、会社法に規定される特定完全子会社はありません。
3. ソウルドアウト㈱については、2022年４月１日付で、ソウルドアウト㈱の全株式を

㈱博報堂ＤＹホールディングスに譲渡したため、重要な子会社から除外しております。

事 業 区 分 主 な 事 業 内 容

デ ジ タ ル シ フ ト 事 業

 ・デジタルマーケティング、開発支援

・広告費の分割・後払いサービス

・SaaSプロダクト開発、販売　等

広 告 事 業
・インターネット広告代理事業

・ソリューション開発、販売　等

金 融 投 資 事 業

・ベンチャーキャピタル投資

・ファンド運用

・投資先経営支援　等

(8) 主要な事業内容（2022年12月31日現在）

当連結会計年度末において、当社グループは当社と連結子会社15社により構成

されており、DX開発、デジタルシフトコンサルティング支援並びにSaaSプロダク

トの開発及び販売等を行う「デジタルシフト事業」、インターネット広告代理事

業並びにその関連するソリューション開発及び販売等を行う「広告事業」、ベン

チャーキャピタル投資、ファンド運用及び投資先経営支援等を行う「金融投資事

業」を行っております。

－ 14 －



営　業　所 所　在　地

本 社 東 京 都 千 代 田 区

会　社　名 所　在　地

㈱ オ プ ト 東 京 都 千 代 田 区

㈱ デ ジ タ ル シ フ ト 東 京 都 千 代 田 区

OPT  A m e r i c a , I n c . 米国カリフォルニア州

(9) 主要な営業所（2022年12月31日現在）

① 当社

② 子会社

従　業　員　数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

1,022名 496名減

(10) 従業員の状況（2022年12月31日現在）

（注）1. 従業員には、パート・派遣社員は含まれておりません。
2. 従業員には、当社グループ外への出向者は含まれておりません。
3. 従業員数が前期末と比べて496名減少しておりますが、その主な理由は、当社連結子会社

であった㈱SIGNATEの株式譲渡及びソウルドアウト㈱の株式公開買付け成立により、それ
ぞれ連結子会社から外れたことによるものです。

借　入　先 借　入　額

㈱ 三 井 住 友 銀 行 3,000百万円

㈱ み ず ほ 銀 行 1,000百万円

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,000百万円

㈱ り そ な 銀 行 167百万円

(11) 主要な借入先（2022年12月31日現在）

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。
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① 発行可能株式総数 86,630,400株

② 発行済株式の総数 23,817,700株（自己株式6,346,243株含む）

③ 株主数 7,166名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

Ｈ Ｉ Ｂ Ｃ ㈱ 4,520,200株 25.87％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 ㈱

( 信 託 口 )
2,018,100株 11.55％

海 老 根 　 智 　 仁 1,036,900株 5.93％

野 内 　 敦 885,000株 5.06％

㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行

( 信 託 口 )
786,200株 4.50％

㈱ マ イ ナ ビ 755,800株 4.32％

㈱タイム・アンド・スペース 400,800株 2.29％

平 野 　 秀 和 238,100株 1.36％

デジタルホールディングスグルー

プ 従 業 員 持 株 会
218,142株 1.24％

小 林 　 正 樹 170,800株 0.97％

２．会社の状況に関する事項

(1) 株式に関する事項（2022年12月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）1. 当社は自己株式を6,346,243株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま
す。
なお、自己株式（6,346,243株）には、デジタルホールディングス従業員持株会が所有す
る当社株式（218,142株）は含んでおりません。

2. 持株比率は自己株式を控除して算出し、小数点第３位以下は切り捨てしております。
3. HIBC㈱は当社代表取締役会長である鉢嶺登氏が全株式を保有する資産管理会社です。
4. 当社代表取締役会長である鉢嶺登氏は当社株式5,000株を保有しております。
5. ㈱タイム・アンド・スペースは当社代表取締役社長グループCEOである野内敦氏が全株式

を保有する資産管理会社です。

⑤ その他株式に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 鉢 嶺 　 登 ㈱デジタルシフト 取締役会長

代表取締役社長グループCE O 野 内 　 敦 Bonds Investment Group㈱ 代表取締役

取 締 役 グ ル ー プ C O O 金 澤 大 輔
㈱リテイギ 取締役
㈱RePharmacy 取締役

取 　 締 　 役 水 谷 智 之

取 　 締 　 役 栁 澤 孝 旨
㈱ZOZO 取締役副社長兼CFO
㈱コロプラ 社外取締役

取 　 締 　 役 荻 野 泰 弘 ㈱アンドパッド 取締役CFO

取 　 締 　 役 時 岡 真 理 子
East Meet East, Inc. Founder & CEO
アステリア㈱ 社外取締役

取締役（監査等委員長・常勤） 岡 部 友 紀

公認会計士
㈱オプト 監査役
㈱デジタルシフト 監査役
Bonds Investment Group㈱ 監査役
㈱リテイギ 監査役
㈱RePharmacy 監査役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 四 宮 史 幸 ㈱バンカブル 監査役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 山 本 昌 弘
公認会計士
㈱オプトインキュベート 監査役
㈱ニッスイ 社外監査役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 鍵 﨑 亮 一 弁護士

(2) 会社役員に関する事項

① 取締役に関する事項（2022年12月31日現在）

（注）1. 取締役水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏及び時岡真理子氏、並びに取締役（監査等委
員長・常勤）岡部友紀氏、取締役（監査等委員）四宮史幸氏、山本昌弘氏及び鍵﨑亮一氏
は、社外取締役です。

2. 取締役（監査等委員長・常勤）岡部友紀氏は、公認会計士の資格及び複数の上場会社にお
ける監査役経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

3. 取締役（監査等委員）四宮史幸氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計
に関する相当程度の知見を有しております。

4. 取締役（監査等委員）山本昌弘氏は、公認会計士の資格及び監査法人の代表社員として数
多くの企業支援に携わった経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお
ります。

5. 取締役（監査等委員）鍵﨑亮一氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の
知見を有しております。

6. 2022年3月25日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって、取締役蓑田秀策氏及び取締
役（監査等委員）山上俊夫氏は任期満了により、それぞれ退任しております。

7. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員
を置いております。

8. 当社は、取締役水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏及び時岡真理子氏、並びに取締役
（監査等委員長・常勤）岡部友紀氏、取締役（監査等委員）四宮史幸氏、山本昌弘氏及び
鍵﨑亮一氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出
ております。
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② 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く）は、会社法第427条第１

項及び当社定款第32条第２項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限

度額は、法令が規定する最低限度額です。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保

険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締

役及び管理職従業員、並びに当社子会社の取締役、監査役及び管理職従業員で

す。保険料は、当社が全額負担しており、被保険者は負担しておりません。当

該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該

責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を填補する

こととしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれない

ようにするため、被保険者の故意による背信行為、犯罪行為若しくは詐欺行為

又は故意による法令違反等の場合には、填補の対象としないこととしておりま

す。

④ 取締役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年２月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報

酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際

しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答

申を受けております。

また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい

て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決

議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が

尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判

断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりで

す。

a. 基本方針

当社の報酬項目は、基本報酬及び業績連動報酬で構成されております。

ただし、ガバナンス機能を担う非業務執行取締役（社外取締役及び監査等

委員である取締役を除く）、社外取締役（監査等委員である取締役を除

く）及び監査等委員である取締役については、基本報酬のみを支払うこと
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としております。また、経営計画の実現に向けて優秀な経営陣の確保に資

するものであること、中長期的な業績と企業価値向上への貢献意識を高め

るものであることを基本方針としております。

b. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬

等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）

取締役の基本報酬は、代表権対価、決議・監督対価、業務執行対価にて

構成された月例の固定報酬とし、求められる職責及び外部の報酬データベ

ースサービス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。

c. 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報

酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）

業績連動報酬は、業務執行取締役のみを対象とした中長期的な金銭報酬

とし、当社の企業価値向上を図る上で主要な指標としている時価総額（３

事業年度毎に設定）をKPIと定め、KPIの達成率が目標を達成した場合に限

り、達成率に応じて算出された額を、当該３事業年度の翌事業年度に一括

して支給します。業績連動報酬において指標とする値については、適宜環

境の変化に応じ、指名・報酬委員会での答申を踏まえ定期的に検討、見直

しを行います。

d．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個

人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、外部の報酬データベー

スサービス等を踏まえ、指名・報酬委員会において答申を行っておりま

す。その後、取締役会が指名・報酬委員会で答申された内容を尊重し、当

該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で、個々の取締役の報酬等の

内容を決定しております。

e．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の報酬等は、社外取締役を委員長とする任意の指名・報

酬委員会において審議し、取締役会に答申の上、取締役会で決議しており

ます。監査等委員の報酬は、監査等委員会の協議により、監査等委員全員

の同意をもって決定しております。
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区　　分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（名）基本報酬
業績連動

報酬等

非金銭

報酬等

取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）

153

(36)

153

(36)

－

(－)

－

(－)

8

(4)

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

30

(30)

30

(30)

－

(－)

－

(－)

5

(5)

合　　　計

（うち社外役員）

183

(66)

183

(66)

－

(－)

－

(－)

13

(9)

当社での地位 氏 名
他の法人等の

重要な兼職の状況
当社での主な活動状況等

取締役 水 谷 智 之

当事業年度に開催された取締役会19回
のうち18回に出席し、長年にわたる企
業経営の豊富な経験と実績を活かし、
経営から独立した客観的・中立的立場
から、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための発言を適宜行
い、適切な役割を果たしております。

取締役 栁 澤 孝 旨
㈱ZOZO 取締役副社長兼CFO
㈱コロプラ 社外取締役

当事業年度に開催された取締役会19回
全てに出席し、成長企業におけるCFO
経験をはじめ、経理、財務、IR、法
務、コーポレート・ガバナンスを中心
とする経営管理全般の幅広い知識を活
かし、経営から独立した客観的・中立
的立場から、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための発言を
適宜行い、適切な役割を果たしており
ます。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）1. 上記には、2022年3月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名及
び、取締役（監査等委員）１名を含めております。

2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年３月25日開催の定時株主総会におい

て年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査
等委員を除く）の員数は、５名です。

4. 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与
のために支給する報酬総額は、2018年３月29日開催の定時株主総会において年額550百万
円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役及び監査
等委員である取締役を除く）の員数は、４名です。

5. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2020年３月27日開催の定時株主総会において年額
50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）
の員数は、４名です。

6. 取締役（業務執行取締役）に対する業績連動金銭報酬額は、2021年３月26日開催の定時株
主総会において年額600百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の
取締役（業務執行取締役）の員数は、３名です。

⑤ 社外役員に関する事項
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当社での地位 氏 名
他の法人等の

重要な兼職の状況
当社での主な活動状況等

取締役 荻 野 泰 弘 ㈱アンドパッド 取締役CFO

当事業年度に開催された取締役会19回
全てに出席し、成長企業におけるCFO
経験をはじめ、事業開発、M&A等を中
心とする経営管理全般の幅広い知識を
活かし、経営から独立した客観的・中
立的立場から、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言
を適宜行い、適切な役割を果たしてお
ります。

取締役 時岡真理子
East Meet East, Inc. 
Founder & CEO
アステリア㈱ 社外取締役

当事業年度に開催された取締役会のう
ち、就任後に開催された13回の取締役
会全てに出席し、米国に拠点を置くIT
企業の創業者兼CEOとして、SaaS分野
での起業経験やグローバル事業経営、
ダイバーシティ経営等、豊富な経験と
幅広い知識を活かし、経営から独立し
た客観的・中立的立場から、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための発言を適宜行い、適切な役割
を果たしております。

取締役
（監査等委員
長・常勤）

岡 部 友 紀

公認会計士
㈱オプト 監査役
㈱デジタルシフト 監査役
Bonds Investment Group㈱ 
監査役
㈱リテイギ 監査役
㈱RePharmacy 監査役

当事業年度に開催された取締役会19回
全て、監査等委員会13回全てに出席
し、公認会計士としての経験をはじ
め、複数の上場会社における監査役経
験を活かし、議案審議等に必要な発言
を適宜行い、適切な役割を果たしてお
ります。

取締役
（監査等委員）

四 宮 史 幸 ㈱バンカブル 監査役

当事業年度に開催された取締役会19回
全て、監査等委員会13回全てに出席
し、主に金融分野における国内外での
豊富な経験と見識を活かし、議案審議
等に必要な発言を適宜行い、適切な役
割を果たしております。

取締役
（監査等委員）

山 本 昌 弘

公認会計士
㈱オプトインキュベート
監査役
㈱ニッスイ 社外監査役

当事業年度に開催された取締役会19回
全て、監査等委員会13回全てに出席
し、公認会計士としての経験をはじ
め、監査法人の代表社員として数多く
の企業支援に携わった経験を活かし、
議案審議等に必要な発言を適宜行い、
適切な役割を果たしております。

取締役
（監査等委員）

鍵 﨑 亮 一 弁護士

当事業年度に開催された取締役会・監
査等委員会のうち、就任後に開催され
た13回の取締役会全て、監査等委員会
10回全てに出席し、弁護士としての見
地から、議案審議等に必要な発言を適
宜行い、適切な役割を果たしておりま
す。

（注）1. 取締役栁澤孝旨氏が兼務する㈱ZOZO及び㈱コロプラと当社の関係には特記すべき事項はあ
りません。
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当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額 48百万円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他

の財産上の利益の合計額 57百万円

2. 取締役荻野泰弘氏が兼務する㈱アンドパッドと当社の関係には特記すべき事項はありませ
ん。

3. 取締役時岡真理子氏が兼務するEast Meet East, Inc.及びアステリア㈱と当社の関係には
特記すべき事項はありません。

4. 取締役（監査等委員長・常勤）岡部友紀氏が兼務する㈱オプト、㈱デジタルシフト、
Bonds Investment Group㈱、㈱リテイギ及び㈱RePharmacyは、当社子会社です。

5. 取締役（監査等委員）四宮史幸氏が兼務する㈱バンカブルは、当社子会社です。
6. 取締役（監査等委員）山本昌弘氏が兼務する㈱オプトインキュベートは、当社子会社で

す。なお、同氏が兼務する㈱ニッスイと当社の関係には特記すべき事項はありません。

(3) 会計監査人の状況

① 名称　　有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り
の算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等
の額について同意しております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要がある

と判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関す

る議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法

第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委

員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。

この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される

株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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３．会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制

　「グループ統一コンプライアンス規程」に基づき、グループコンプライアン

ス責任者の指揮命令の下に、当社コンプライアンス担当部門が研修の実施、マ

ニュアルの作成・配布等を行うことで、当社及び当社子会社の取締役及び使用

人のコンプライアンスの知識を高め、かつ尊重する意識の醸成を図っておりま

す。また、「グループ統一内部監査規程」に基づき、当社内部監査室が職務執

行に関する定期監査を行うことで、職務執行が法令及び定款に適合しているこ

とを確認しております。

② 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関す

る体制

　当社及び当社子会社の取締役は、重要な意思決定及び報告に係る情報に関し

て「グループ統一職務権限規程」、「グループ統一機密保持規程」、「グルー

プ統一文書管理規程」等に基づき文書及び電磁的記録の作成、保存及び管理を

しております。なお、当社子会社については、当社の監査等委員及び当社子会

社の監査役が求めた場合、当該情報を閲覧可能な状態としております。

③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、取締役会において制定された「グループリスク管理基本方針」及び

「グループ統一リスク管理規程」に基づきグループリスク統括者を中心とし、

当社役職員で構成されたグループリスク管理委員会を運営しております。当該

委員会において重要リスクを選定の上、年間対応計画の作成及びモニタリング

を行い、当該モニタリングの結果を含め、適宜グループリスク管理の状況をグ

ループリスク管理委員会より取締役会へ報告しております。当社子会社におい

ても、「グループ統一リスク管理規程」に基づき、その規模及び特性等を踏ま

え、損失の危険等の管理に係る体制を整備しております。

④ 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制

　当社及び当社子会社は、「グループ統一財務経理規程」に則り事業計画を定

め、会社として達成すべき業績目標を明確化し、かつその評価方法を明らかに

するとともに、各部門に対しても、業績への責任を明確化し、業務効率の向上

を図っております。また、経営上の重要な項目については「グループ統一職務

権限規程」に則った審議及び決定を行うことで、業務の効率性を確保しており

ます。
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⑤ 当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための

体制

　当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するため、「グループ統一

職務権限規程」に基づき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行っておりま

す。また、当社グループ全体に影響を及ぼす重要な事項については、毎月開催

の事業責任者会議において、当社経営陣と各子会社経営陣が情報を交換し、グ

ループ間の情報共有・意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図っておりま

す。

⑥ 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合

における使用人に関する事項

　監査等委員会が職務遂行について補助すべき使用人を求めた場合、必要な人

員を配置しております。

⑦ 前号使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会を補助するべき使用人の人事異動に関しては、監査等委員会の

意見を尊重しております。また、監査等委員会より監査業務に関する命令を受

けた使用人は、その命令に反して、当社取締役（監査等委員である取締役を除

く）の指揮命令を受けないものとしております。

⑧ 当社取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人並びに当社子会社

の取締役及び使用人が監査等委員長に報告するための体制

　当社取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、会社に重大な

損失を与える事項が発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は取締役

（監査等委員である取締役を除く）による違法若しくは不正な行為を発見した

場合は、直ちに監査等委員長に報告することとしております。また、グループ

内部通報窓口を設置し、不正行為、法令違反等に関する報告を当社の常勤の監

査等委員に対して直接又は間接的に行う環境を整備し、当社グループ全体の不

正・法令違反防止に向けコンプライアンス強化に努めております。

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保するための体制

　常勤の監査等委員に対して報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを

理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社取締役（監査等委

員である取締役を除く）及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に周

知徹底しております。
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⑩ 当社の監査等委員の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続

その他の当該職務の遂行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関す

る事項

　当社は、監査等委員がその職務の遂行について必要な費用の前払い等の請求

をしたときは、速やかにこれに応じるものとしております。

⑪ その他、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社取締役（監査等委員である取締役を除く）は、監査制度についての理解

を深め、社内環境を整備して監査制度がより効率的に機能するように図ってお

ります。また、代表取締役は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを

確保するために、取締役会の開催前に監査等委員に対し開催日程や内容等を通

知し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。

⑫ 財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社は、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告

書の有効かつ適切な提出のため、「内部統制システムの構築に関する基本方

針」を制定し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行うとともに、その

仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行っておりま

す。

⑬ 反社会的勢力排除に向けた体制

　当社は、「グループコンプライアンス基本方針」に基づき、反社会的勢力

（犯罪対策閣僚会議により制定された『企業が反社会的勢力による被害を防止

するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいいます）との関係

を遮断するにあたって必要な事項を「グループ統一反社会的勢力への対応に関

する規程」に定め、当該規程及び規則において、反社会的勢力との関係を一切

遮断することを定め、反社会的勢力による不当要求等に対しては、組織的に対

応することとしております。また、「グループ統一反社会的勢力対応マニュア

ル」においてより具体的な対応要領を定め、当社及び当社子会社の取締役及び

使用人が反社会的勢力と関係を持つことのないよう周知徹底しております。さ

らに、平素から、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、また弁護士そ

の他の外部の関係機関と緊密な連携関係を構築するとともに、新規取引の際の

契約書に反社会的勢力排除条項を織り込んでおります。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

① 取締役の職務執行

　当社は、当事業年度において、取締役会を19回開催しており、経営上の意思

決定を行っております。なお、取締役会規則や社内規程を制定し、取締役が法

令及び定款に則って行動するように徹底しております。

② 監査等委員の職務遂行

　監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を実施す

るとともに、取締役会を含む重要な会議への出席のほか、会計監査人及び当社

内部監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役（監査等委員で

ある取締役を除く）の職務の執行について監査をしております。

③ リスク管理及びコンプライアンス

　当社はリスクの軽減、予防の推進及び迅速な対処のため、「グループリスク

管理基本方針」及び「グループ統一リスク管理規程」を制定し、グループリス

ク管理委員会を設置することでリスクマネジメント体制を強化しております。

また、「グループコンプライアンス基本方針」及び「グループ統一コンプライ

アンス規程」を制定し、グループコンプライアンス委員会の設置、並びに当社

コンプライアンス担当部門によるマニュアルやガイドラインの作成、及び教育

の計画、実施及び管理をすることにより、当社及び当社子会社の取締役及び使

用人の意識の向上に取り組んでおります。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、中長期での企業価値のさらなる向上を図るため、経営体制の強化や収

益の向上に必要な事業投資及び人財投資等を確保することを目的として、配当方

針を「のれん償却前親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向20％を目

標」としております。2022年12月期の配当につきましては、2023年２月13日開催

の取締役会において、配当金を67円00銭とすることを決議させていただきまし

た。

　当事業報告中の記載数字は、金額については表示単位未満切り捨て、比率その他

については小数点第２位を四捨五入しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2022年12月31日現在）

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

【資　産　の　部】

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

契 約 資 産

営業投資有価証券

棚 卸 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

（有形固定資産）

建 物 及 び 構 築 物

そ の 他

（無形固定資産）

の れ ん

そ の 他

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他
　

47,361

26,471

10,298

21

6,861

12

2,894

802

△0

8,601

215

164

51

855

181

673

7,530

6,612

299

618
　

【負　債　の　部】

流 動 負 債 15,079

買 掛 金 9,990

1年内返済予定の長期借入金 1,167

未 払 法 人 税 等 1,704

契 約 負 債 39

賞 与 引 当 金 562

そ の 他 1,615

固 定 負 債 4,637

長 期 借 入 金 4,000

繰 延 税 金 負 債 468

資 産 除 去 債 務 169

負 債 合 計 19,717

【純 資 産 の 部】

株 主 資 本 27,031

資 　 　 本 　 　 金 8,212

資  本  剰  余  金 3,843

利  益  剰  余  金 23,674

自 　 己 　 株 　 式 △8,698

その他の包括利益累計額 2,799

その他有価証券評価差額金 1,389

為 替 換 算 調 整 勘 定 1,409

非 支 配 株 主 持 分 6,414

純 資 産 合 計 36,245

資 産 合 計 55,963 負債・純資産合計 55,963

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

(単位：百万円)

科 目 金 額

収 益 16,924

売 上 原 価 5,716

売 上 総 利 益 11,208

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,656

営 業 損 失 447

営 業 外 収 益

投 資 事 業 組 合 運 用 益 39

そ の 他 29 68

営 業 外 費 用

支 払 利 息 14

支 払 手 数 料 32

為 替 差 損 9

そ の 他 3 60

経 常 損 失 439

特 別 利 益

持 分 変 動 利 益 47

投 資 有 価 証 券 売 却 益 9,044

そ の 他 1 9,094

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 13

公 開 買 付 関 連 費 用 103

株 式 報 酬 費 用 消 滅 損 119

減 損 損 失 108

そ の 他 0 344

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 8,310

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,431

法 人 税 等 調 整 額 △654 2,776

当 期 純 利 益 5,533

非支配株主に帰属する当期純損失 186

親会社株主に帰属する当期純利益 5,719

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 8,212 3,841 20,011 △3,698 28,367

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △2,056 △2,056

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

5,719 5,719

自 己 株 式 の 取 得 △4,999 △4,999

支配継続子会社に対する
持 分 変 動

1 1

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 （ 純 額 ）
当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 合 計

－ 1 3,663 △4,999 △1,335

当連結会計年度末残高 8,212 3,843 23,674 △8,698 27,031

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配

株主持分
純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 3,780 513 4,294 12 8,256 40,930

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △2,056

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

5,719

自 己 株 式 の 取 得 △4,999

支配継続子会社に対する
持 分 変 動

1

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 （ 純 額 ）

△2,390 895 △1,494 △12 △1,842 △3,348

当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 合 計

△2,390 895 △1,494 △12 △1,842 △4,684

当連結会計年度末残高 1,389 1,409 2,799 － 6,414 36,245

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　注　記　表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

・連結子会社の数　15社

・連結子会社の名称

株式会社オプト

株式会社コネクトム

Bonds Investment Group株式会社

BIG１号投資事業有限責任組合

BIG２号投資事業有限責任組合

株式会社オプトインキュベート

天技中國有限公司

天技営銷策劃（深圳）有限公司

OPT America,Inc.

株式会社デジタルシフト

株式会社リテイギ

株式会社RePharmacy

株式会社バンカブル

JOMYAKU株式会社

BIG SX１号投資事業有限責任組合

当連結会計年度より、新たに設立したBIG SX１号投資事業有限責任組合を連

結の範囲に含めております。

他方で、当連結会計年度において、株式譲渡等により、ソウルドアウト株式

会社及びその子会社、株式会社SIGNATE、ひょうご神戸スタートアップ投資事

業有限責任組合並びにIMJ Fenox Global２号を連結の範囲から除外しておりま

す。

② 主要な非連結子会社の状況

該当事項はありません。
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(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した関連会社の状況

・持分法を適用した関連会社の数　１社

・持分法を適用した関連会社の名称

株式会社ファーマシフト

② 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称

非連結子会社　：該当事項はありません。

関連会社　　　：該当事項はありません。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項

持分法適用関連会社のうち、株式会社ファーマシフトの決算日は３月31日のた

め、連結決算日現在で実施した仮決算による計算書類を使用しております。

(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(5) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

・投資事業有限責任組合への出資

入手可能な直近の決算書に基づき、組合の損益のうち当社の持分相

当額を加減する方法を採用しております。
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ロ．棚卸資産

・商品、仕掛品

主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

・貯蔵品

主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額

法を採用しております。

また、在外連結子会社は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物 ３～18年

その他 ４～15年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウエアについては、社内利用可能期間（主として

５年）に基づく定額法を採用しております。

ハ．リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額については、リース契約上の残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零

とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する

賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しておりま

す。
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④ 重要な収益及び費用の計上基準

収益の主要な区分におけるそれぞれの収益認識については以下の通りです。

イ．受託開発に係る業務

顧客のDX支援等を目的とした受託開発業務を行っており、顧客仕様に基

づいたソフトウエア等の成果物を制作し引き渡す義務を負っております。

開発作業の進捗に伴い履行義務が充足されるため、合理的に当該履行義

務の充足に係る進捗度を見積ることができる場合には、一定の期間にわた

り収益を認識しております。

ただし、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点ま

での期間がごく短い場合には、顧客が成果物を検収した時点で収益を認識

しております。

ロ．広告関連に係る業務

運用型広告・アフィリエイトにおいては、広告掲載の仲介及び顧客期待

の広告成果を達成するための最適な広告出稿・広告配信を行い運用すると

いう履行義務を負っております。

顧客との取決めに基づく広告配信成果の達成に応じて履行義務が充足さ

れるため、成果達成数に応じて従量的に収益を認識しております。

なお、広告枠の仲介及び運用型広告における運用代行については、広告

主に移転する財又はサービスを支配しておらず代理人取引に該当すると判

断しており、当該取引については、他の当事者が提供する役務と交換に受

け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識

しております。

また、広告制作物の制作・納品を行う義務を有する取引も一部行ってお

り、当該取引については、顧客への納品が完了した時点で履行義務が充足

されたとしてその時点で収益を認識しております。

ハ．金融投資に係る業務

当社グループはベンチャー企業へのキャピタルゲイン獲得を目的として

営業投資を行っております。

有限責任社員として参加するファンドにおいては、組合契約に基づき出

資約束額を拠出しており、また、当社グループが運営するファンドについ

ては、組合契約に基づいて拠出を受けた出資約束額を管理・運用しており

ます。

当社が直接保有する営業投資有価証券及びファンドを通じて保有する投

資対象を売却した時点で収益を認識しております。

なお、当社グループが認識した収益に係る対価は、通常、履行義務の充足か

ら１年以内に受領しており、重大な金融要素は含まれておりません。
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⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、合理的

な年数で規則的に償却しております。

⑦ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

イ．消費税等の会計処理

控除対象外消費税等については、当連結会計年度の費用として処理して

おります。

ロ．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度

からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等

の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグル

ープ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税

制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通

算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告

第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第

44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改

正前の税法の規定に基づいております。

なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合に

おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱

いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関す

る取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）を適用する予定で

す。
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２．会計方針の変更に関する注記

(1) 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下

「収益認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束し

た財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に

受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、従来は、顧客から受け取る対価の総額を売上高として認識してお

りましたが、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配す

るサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断した結果、顧客か

ら受け取る対価の総額から関連する原価を控除した純額を収益として認識する方

法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに

定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計

方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金

に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益

認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに

従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計

方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に

定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更につ

いて、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、そ

の累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。

なお、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金」及び「契約資産」

として表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当連結会計年度より

「契約負債」及び「その他」として表示しております。

この結果、当連結会計年度の収益は52,534百万円減少し、売上原価は52,534百

万円減少しております。なお、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

連結損益計算書において表示していた「売上高」については、収益認識会計基

準等の適用を契機に、より適切な表示の観点から検討した結果、「収益」として

表示することといたしました。
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(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以

下「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価

算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号  

2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。

これによる連結計算書類への金額的影響はありません。また、連結注記表の

「８．金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等

に関する事項等の注記を行うことといたしました。

３．重要な会計上の見積りに関する注記

市場価格のない株式等の評価

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度の連結貸借対照表において、営業投資有価証券6,861百万円及

び投資有価証券6,612百万円を計上しております。これらには、市場価格のない

株式等4,885百万円、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資6,460

百万円が含まれております。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

市場価格のない株式等は、取得原価をもって連結貸借対照表価額としておりま

すが、当該有価証券の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下し

たときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理しております。

ただし、取得時点において投資先の超過収益力等を反映して１株当たりの純資

産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額で取得した有価証券については、当

初見込んだ超過収益力等が減少していないと判断した場合には、実質価額が著し

く低下していないものとして、減損処理を行っておりません。投資先の超過収益

力等が減少しているかどうかの判断は、事業計画の達成状況を基礎として行って

おりますが、ベンチャー企業等の事業の展開には不確実性があり、経営者による

重要な判断を伴い慎重に行っております。

当該投資先の経営成績が事業計画を大幅に下回る等超過収益力等を含む実質価

額が著しく低下した場合には、翌連結会計年度において減損処理を実施する可能

性があります。

４．追加情報

重要な子会社等の株式の売却

2022年４月１日に連結子会社ソウルドアウト株式会社の当社保有全株式を売却

し、投資有価証券売却益9,008百万円を特別利益に計上しております。なお、当

該株式の売却の詳細は、連結注記表の「11．企業結合等に関する注記」をご参照

ください。
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仕掛品 12百万円

貯蔵品 0百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 313百万円

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

発行済株式

普通株式 23,817,700株 ― ― 23,817,700株

自己株式

普通株式 2,613,543株 3,732,700株 ― 6,346,243株

決　議　日 株式の種類
配当金の
総　額

（百万円）

１株当たり
配 当 額
（円）

基　準　日 効力発生日

2022年２月10日
取 締 役 会

普通株式 2,056 97.0
2021年
12月31日

2022年
３月４日

決　議　日 株式の種類 配当の原資
配当金の
総　額

（百万円）

１株当たり
配 当 額
（円）

基　準　日 効力発生日

2023年２月13日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 1,170 67.0
2022年

12月31日
2023年

３月３日

５．連結貸借対照表に関する注記

(1) 棚卸資産の内訳

６．連結損益計算書に関する注記

顧客との契約から生じる収益

　収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して

記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結注記表の

「９．収益認識に関する注記　(1) 当連結会計年度の収益の分解情報」に記載の

とおりです。

７．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度となるもの
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８．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金の状況及び金融市場の状況に鑑み、資金運用について

は安全性、流動性を重視した金融資産を購入しております。また、資金調達に

ついては安定性、経済性、機動性に配慮した手段を採用しております。

　当社グループは、専門部署を通じ投資目的の有価証券を運用する投資育成事

業を行っております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リス

クに関しては当社グループの与信管理に関する規程に従い、取引先ごとの期日

管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する

体制としております。外貨建の営業債権は、為替リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に当社グループの業務上関係を有する企業の株式であり、

市場価格の変動リスクに晒されております。

当社グループが保有する営業投資有価証券及び上記以外の投資有価証券は、

主に株式及び組合等出資金等であり、純投資目的及び事業推進目的で保有して

おります。これらのうち上場株式については、市場価格の変動リスクに晒され

ております。また、未上場株式等については、未上場企業が、上場企業に比

べ、収益基盤や財務基盤が不安定で経営資源も制約されることから、経済環境

等の影響を受けやすいため、以下のリスクが存在します。

a. 投資によってはキャピタルゲインが得られるかどうかについての確約は

ありません。

b. 投資によってはキャピタルロスが発生する可能性があります。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。外貨建

の営業債務は、為替リスクに晒されております。

短期借入金及び長期借入金は、運転資金等に必要な資金調達を目的としたも

のです。
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③ 金融商品に係るリスク管理体制

・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、与信管理に関する規程に従い営業債権について、取引開

始時における与信調査、回収状況の継続的なモニタリング、与信限度額の見

直し等を実施しております。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

営業投資有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体

（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案し

て保有状況を継続的に見直しております。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）の管理

当社グループは、財務担当部門において適時に資金繰り計画を作成・更新

する等の方法により、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(単位：百万円)

連結貸借対照表

計上額
時価 差額

営業投資有価証券
及び投資有価証券

2,128 2,128 ―

資産計 2,128 2,128 ―

長期借入金
(１年内返済予定
の長期借入金含む)

5,167 5,158 △8

負債計 5,167 5,158 △8

(単位：百万円)

区 分 連結貸借対照表計上額

営業投資有価証券及び投資有価証券

非上場株式 4,885
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（※） 6,460

合計 11,345

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年12月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及

びこれらの差額については、次のとおりです。

（注１）「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」及び「買掛金」については、現金

であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである

ことから、記載を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等は、上記表には含まれておりません。当該金融商品の連結

貸借対照表計上額は以下のとおりです。

(※)　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資は「時価の算定に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2019年７月４日）第27項に基づき、時価

開示の対象とはしておりません。
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(単位：百万円)

区分 １年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

(1)現金及び預金 26,471 ― ― ―

(2)売掛金 10,298 ― ― ―

(3)未収入金 2,894 ― ― ―

合計 39,664 ― ― ―

(単位：百万円)

区分 １年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

長期借入金 1,167 4,000 ― ―

合計 1,167 4,000 ― ―

（注３）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（注４）借入金の連結決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場

において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負

債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１の

インプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定

した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定し

た時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

営業投資有価証券及び投資有価証券

株式 1,786 ― ― 1,786

その他 ― ― 342 342

資産計 1,786 ― 342 2,128

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金

（１年内返済予定の長期借入金含む）
― 5,158 ― 5,158

負債計 ― 5,158 ― 5,158

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

・営業投資有価証券及び投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取

引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。その他は

非上場株式の新株予約権です。投資時点と連結会計年度末が近く、時価と帳簿

価額が近似すると考え、帳簿価額をもって時価としており、レベル３の時価に

分類しております。

・長期借入金

　元利金の合計額を国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした

利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(単位：百万円)

事業セグメント

合計デジタル

シフト事業
広告事業

金融投資

事業

一時点で移転される財又はサービス 965 919 ― 1,885

一定の期間にわたり移転される財又

はサービス
4,022 8,424 ― 12,446

顧客との契約から生じる収益 4,987 9,344 ― 14,331

その他の収益 ― ― 2,593 2,593

外部顧客からの収益 4,987 9,344 2,593 16,924

契約資産（期首残高） 11百万円

契約資産（期末残高） 21百万円

契約負債（期首残高） 160百万円

契約負債（期末残高） 39百万円

９．収益認識に関する注記

(1) 当連結会計年度の収益の分解情報

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表の「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する

注記等　(5) 会計方針に関する事項　④ 重要な収益及び費用の計上基準」に記

載のとおりです。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収

益を一定の期間にわたり認識する方法によって収益認識した未請求売掛金で

す。契約資産は顧客の検収時に顧客との契約から生じた債権へ振り替えられま

す。

契約負債は、主に履行義務の充足の時期に収益を認識する契約について、支

払条件に基づいて顧客から受け取った期間分の前受金に関するものです。契約

負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
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１株当たり純資産額 1,707円41銭

１株当たり当期純利益 299円29銭

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいて、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取

引がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客

との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はあり

ません。

10．１株当たり情報に関する注記

11．企業結合等に関する注記

事業分離

（子会社株式の売却）

　当社は、2022年２月９日開催の取締役会において、株式会社博報堂ＤＹホール

ディングスが実施する当社の連結子会社であるソウルドアウト株式会社の普通株

式及び新株予約権に対する公開買付けに応募する旨を決議し、本公開買付けが

2022年３月28日に成立したことから、株式の譲渡日である2022年４月１日をもっ

て、ソウルドアウト株式会社及びその子会社を当社の連結子会社から除外してお

ります。

(1) 事業分離の概要

① 分離先企業の名称

　株式会社博報堂ＤＹホールディングス

② 分離した子会社の名称及び事業内容

　子会社の名称：ソウルドアウト株式会社及びその子会社３社

　事業の内容　：ネットビジネス支援事業

③ 事業分離を行った主な理由

　ソウルドアウト株式会社は、インターネットを活用した各種サービスを提供

しており、当社との間でグループシナジーの探求をしてまいりましたが、当社

の目指すパーパスやIXを重視する戦略とソウルドアウト株式会社の目指す姿や

DXを重視する戦略が異なることも踏まえて、様々な角度から慎重に検討を進め

た結果、当社は、ソウルドアウト株式会社が目指す姿に共感でき、より最大限

にシナジーが発揮されるパートナーと組むことが、両者の成長と企業価値向上

につながると判断し、譲渡を決定いたしました。

④ 事業分離日

　2022年４月１日
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投資有価証券売却益 9,008百万円

流動資産 6,359百万円

固定資産 1,935百万円

資産合計 8,295百万円

流動負債 4,188百万円

固定負債 1,078百万円

負債合計 5,266百万円

収益 1,322百万円

営業利益 51百万円

⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

　受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

(2) 実施した会計処理の概要

① 移転損益の金額

② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

③ 会計処理

　ソウルドアウト株式会社及びその子会社の連結上の帳簿価額と売却価額との

差額を投資有価証券売却益として、特別利益に計上しております。

(3) 分離した事業が含まれていた報告セグメント

デジタルシフト事業、広告事業

(4) 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の

概算額

12．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

（2022年12月31日現在）

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

【資　産　の　部】

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

営業投資有価証券

立 替 金

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

( 有 形 固 定 資 産 )

建 物

工具、器具及び備品

( 無 形 固 定 資 産 )

商 標 権

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

そ の 他

(投資その他の資産)

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

その他の関係会社有価証券

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他
　

25,854

20,423

262

2,290

78

1,900

273

1,864

△1,237

11,319

201

150

50

84

5

43

35

0

11,033

1,291

7,907

1,344

1

217

270

0
　

【負　債　の　部】

流 動 負 債 9,906

1年内返済予定の長期借入金 1,167

未 払 金 496

関 係 会 社 預 り 金 6,193

未 払 費 用 136

未 払 法 人 税 等 1,580

預 り 金 45

賞 与 引 当 金 276

そ の 他 11

固 定 負 債 4,156

長 期 借 入 金 4,000

資 産 除 去 債 務 156

負 債 合 計 14,063

【純 資 産 の 部】

株 主 資 本 22,502

資 　 　 本 　 　 金 8,212

資  本  剰  余  金 3,423

資 本 準 備 金 3,423

利  益  剰  余  金 19,564

繰 越 利 益 剰 余 金 19,564

自 　 己 　 株 　 式 △8,698

評価・換算差額等 608

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 608

純 資 産 合 計 23,110

資 産 合 計 37,173 負債・純資産合計 37,173

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

(単位：百万円)

科 目 金 額

収 益 4,039

売 上 原 価 2,755

売 上 総 利 益 1,283

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 600

営 　 　 業 　 　 利 　 　 益 682

営 業 外 収 益

受 取 利 息 10

投 資 事 業 組 合 運 用 益 179

そ の 他 3 192

営 業 外 費 用

支 払 利 息 13

支 払 手 数 料 32

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,008

そ の 他 5 1,060

経 　 　 常 　 　 損 　 　 失 185

特 別 利 益

子 会 社 株 式 売 却 益 10,712

子 会 社 清 算 益 1 10,713

特 別 損 失

子 会 社 株 式 評 価 損 308

そ の 他 0 309

税 引 前 当 期 純 利 益 10,218

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,289

法 人 税 等 調 整 額 △85 3,203

当 期 純 利 益 7,015

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金
合　　　計

そ　の　他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰  余  金

当 期 首 残 高 8,212 3,423 3,423 14,606 14,606

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,056 △2,056

当 期 純 利 益 7,015 7,015

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － 4,958 4,958

当 期 末 残 高 8,212 3,423 3,423 19,564 19,564

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株 主 資 本
合 　 　 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △3,698 22,543 1,583 1,583 24,127

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,056 △2,056

当 期 純 利 益 7,015 7,015

自 己 株 式 の 取 得 △4,999 △4,999 △4,999

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△975 △975 △975

当 期 変 動 額 合 計 △4,999 △41 △975 △975 △1,016

当 期 末 残 高 △8,698 22,502 608 608 23,110

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ．子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

・投資事業有限責任組合等への出資

入手可能な直近の決算書に基づき、組合の損益のうち当社の持分相当

額を加減する方法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 ３～18年

工具、器具及び備品 ４～10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウエアについては社内利用可能期間（主として５年）

に基づく定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の

支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
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(4) 収益及び費用の計上基準

① 子会社との契約に係る業務

当社は子会社との契約に基づきバックオフィス業務の提供や経営指導を行う

履行義務を負っており、契約における義務を履行するにつれて子会社が便益を

享受すると考えられるため、役務を提供する期間にわたり、年初に各社と合意

した契約金額により収益を認識しております。

なお、経営指導料については、各社の収益計上額を基に算定した金額を収益

として計上しており、また、子会社からの配当についても配当の効力発生日に

収益を認識しております。

② 金融投資に係る業務

当社はベンチャー企業へのキャピタルゲイン獲得を目的として営業投資を行

っております。有限責任社員として参加するファンドにおいては、組合契約に

基づく出資約束額を拠出しており、直接保有する営業投資有価証券、及び、フ

ァンドを通じて保有する投資が売却された時点で売却損益を収益として認識し

ております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理しておりま

す。

② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行するこ

ととなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律

第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度

への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結

納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱

い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効

果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２

月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい

て、改正前の税法の規定に基づいております。

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法

人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた

「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実

務対応報告第42号　2021年８月12日）を適用する予定です。
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２．会計方針の変更に関する注記

(1) 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下

「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財

又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け

取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

従来の取扱いから変更される事項はないため、収益認識会計基準等の適用によ

る計算書類への影響はありません。

損益計算書において表示していた「売上高」については、収益認識会計基準等

の適用を契機に、より適切な表示の観点から検討した結果、「収益」として表示

することといたしました。

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以

下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定

会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号  2019

年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これ

による、計算書類への金額的影響はありません。

３．重要な会計上の見積りに関する注記

市場価格のない株式等の評価

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度の貸借対照表において、営業投資有価証券2,290百万円及び投資有

価証券1,291百万円を計上しております。これらには、市場価格のない株式等

1,383百万円、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資1,057百万円

が含まれております。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表の「３．重要な会計上の見積りに関する注記」に同一の記載をして

いるため、注記を省略しております。

４．追加情報

重要な子会社等の株式の売却

　2022年４月１日に連結子会社ソウルドアウト株式会社の当社保有全株式を売却

し、子会社株式売却益10,682百万円を特別利益に計上しております。なお、当該株

式の売却の詳細は、個別注記表の「12．企業結合等に関する注記」をご参照くださ

い。
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短期金銭債権
短期金銭債務

2,246百万円
385百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 273百万円

営業取引による取引高

　収益

営業取引以外の取引による取引高

3,600百万円

10百万円

株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式 2,613,543株 3,732,700株 ― 6,346,243株

繰延税金資産

貸倒引当金 378百万円

賞与引当金 84百万円

無形固定資産 52百万円

資産除去債務 26百万円

投資有価証券評価損 929百万円

未払事業税 131百万円

その他 34百万円

繰延税金資産小計 1,639百万円

評価性引当額 △1,152百万円

繰延税金資産合計 486百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △268百万円

繰延税金負債合計 △268百万円

繰延税金資産の純額 217百万円

５．貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 (3) 偶発債務

子会社の取引先に対する支払債務1,245百万円について債務保証を行っており

ます。

６．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

７．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

８．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類
会社等の
名 称

所 在 地

資 本 金
又 は
出 資 金
(百万円)

事 業 の
内 容

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係

取 引 の
内 容

取 引 金 額
（百万円）

科 目
期 末 残 高
（百万円）

子会社 ㈱オプト
東京都
千代田区

100 広告事業
100.00％
（―）

役員の兼任
経営管理
CMS取引

経営指導料
CMS資金賃借
（注１）
利息の支払
（注２）

1,787
―

0

売掛金
関係会社
預り金

―

164
2,982

―

子会社
㈱デジタ
ルシフト

東京都
千代田区

499
デジタル
シフト事
業

100.00％
（―）

役員の兼任
経営管理
CMS取引

経営指導料
CMS資金賃借
（注１）
利息の支払
（注２）

627
―

0

売掛金
関係会社
預り金

―

57
682

―

子会社
㈱バンカ
ブル

東京都
千代田区

1,689
デジタル
シフト事
業

100.00％
（―）

役員の兼任
CMS取引
資金貸付
債務保証

CMS資金賃借
（注１）

利息の支払
(注２)

利息の受取
(注２)

債務保証
(注３)

増資の引受
(注４)

―

0

7

1,245

2,380

関係会社
預り金

―

関係会社
短期貸付金

―

―

2,396

―

1,900

―

―

子会社
㈱リテイ
ギ

東京都
千代田区

10
デジタル
シフト事
業

100.00％
（―）

役員の兼任
CMS取引

CMS資金賃借
（注１）
利息の受取

(注２)

―

1

関係会社
預け金

―

651

―

９．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社等

（注１）CMS（キャッシュ・マネジメントシステム）による資金賃借取引については、残高が随時変
動するため、期末残高のみを記載しております。

（注２）取引金額については、市場金利等を勘案し利率を合理的に決定しております。

（注３）取引先への債務に対して、債務保証を行っているものです。なお、当該債務保証に対して保

証料は受領しておりません。
（注４）増資の引受については、同社が行った増資を全額引き受けたものです。

(2) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

10．収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、個別注記表の

「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記　(4) 収益及び費用の計上基準」に

記載のとおりです。
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１株当たり純資産額 1,322円77銭

１株当たり当期純利益 367円 7銭

11．１株当たり情報に関する注記

12．企業結合等に関する注記

事業分離

（子会社株式の売却）

実施した会計処理の概要

移転損益の金額

子会社株式売却益　10,682百万円

　上記以外は連結注記表の「11．企業結合等に関する注記」に同一の内容を

記載しているため、注記を省略しております。

13．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 杉 山 正 樹

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 伏 木 貞 彦

独立監査人の監査報告書

2023年２月16日

株式会社デジタルホールディングス

取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人

東京事務所

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社デジタルホールディングスの2022年１月１日から2022年

12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及

び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社デジタルホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当

監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業

倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに

ある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう

な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する

ことが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう

かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として

の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を

入手する。

　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。

　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象

や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して

責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている

場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 杉 山 正 樹

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 伏 木 貞 彦

独立監査人の監査報告書

2023年２月16日

株式会社デジタルホールディングス

取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人

東京事務所

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社デジタルホールディングスの2022年１月１日から

2022年12月31日までの第29期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書

類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当

監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法

人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに

ある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重

要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する

ことが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として

の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を

入手する。

　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。

　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ

と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に

より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか

とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を

適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている

場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2022年１月１日から2022年12月31日までの第29期事業年度における取締役の職務の執行について監査い

たしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に

基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的

に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査方針、監査計画、職務の分担等に従い、会社の内部監査部

門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社

については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けま

した。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ

れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10

月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本

等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業

報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　　会計監査人有限責任　あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果

　　　会計監査人有限責任　あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年２月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社デジタルホールディングス　監査等委員会

監査等委員長
（ 常 勤 ）

岡 部 友 紀㊞

監 査等委員 四 宮 史 幸㊞
監 査等委員 山 本 昌 弘㊞
監 査等委員 鍵 﨑 亮 一㊞

　

監査等委員会の監査報告書　謄本

（注） 監査等委員岡部友紀氏、四宮史幸氏、山本昌弘氏及び鍵﨑亮一氏は、会社法第２条第15号及
び第331条第６項に定める社外取締役であります。

以　上
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候補者
番　号

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当社株式数

1

はち

鉢

 

　
みね

嶺

 

　

 

　

 

　
のぼる

登

（1967年６月22日生）

1991年４月 森ビル㈱入社

1994年３月 ㈲デカレッグス（現在の当社）設立

同社 代表取締役社長

2016年６月 UTグループ㈱ 社外取締役

2017年３月 ソウルドアウト㈱ 取締役

2020年３月 当社 代表取締役会長〈現任〉

2020年４月 ㈱デジタルシフト 代表取締役社長

2021年３月 同社 代表取締役会長

2022年３月 同社 取締役会長〈現任〉

4,525,200株

【選任理由】

　鉢嶺登氏は、長年にわたり優れたリーダーシップを発揮し、当社グループの企業価値向上

を牽引してまいりました。引き続き当社グループの持続的成長を実現するための事業基盤構

築と、中長期的な企業価値向上のために適切な人材であることから、選任しております。

2

の

野

 

　
うち

内

 

　

 

　

 

　
あつし

敦

（1967年12月21日生）

1991年４月 森ビル㈱入社

1996年10月 ㈱オプト（現在の当社）入社

1999年３月 同社 取締役

2015年２月 ㈱オプトベンチャーズ（現Bonds Investment 

Group㈱） 代表取締役〈現任〉

2017年３月 当社 取締役副社長グループCOO

2020年３月 当社 代表取締役社長グループCEO〈現任〉

1,285,800株

【選任理由】

　野内敦氏は、当社グループ業務全般に精通し、強力なリーダーシップと決断力・実行力に

より、当社グループの企業価値向上を牽引してまいりました。引き続き当社グループの持続

的成長を実現するための事業基盤構築と、中長期的な企業価値向上のために適切な人材であ

ることから、選任しております。

株主総会参考書類

議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員
（７名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、
取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しまして、
当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しており
ます。

取締役候補者は、以下のとおりです。
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候補者

番　号

氏　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当

（重要な兼職の状況）

所有する

当社株式数

3

かな

金

 

　
ざわ

澤

 

　
だい

大

 

　
すけ

輔

（1980年９月４日生）

2005年９月 ㈱オプト（現在の当社）入社

2008年１月 同社 営業部部長

2013年４月 同社 執行役員

2015年４月 ㈱オプト 代表取締役社長CEO

2017年４月 当社 上席執行役員

2019年４月 当社 グループ執行役員

2020年４月 ㈱オプトデジタル（現㈱リテイギ） 取締

役〈現任〉

2020年10月 ㈱RePharmacy 取締役〈現任〉

2021年３月 当社 取締役グループCOO〈現任〉

30,900株

【選任理由】

　金澤大輔氏は、2005年の入社以来、一貫してマーケティング領域に携わり、㈱オプトの代

表取締役、当社グループ執行役員としての活躍をはじめ、強力なリーダーシップと決断力・

実行力によって、長年にわたり当社グループの主要領域の業務執行を牽引してまいりまし

た。引き続き当社グループが企業価値1兆円を目指すために適切な人材であることから、選

任しております。

4

みず

水

 

　
たに

谷

 

　
とも

智

 

　
ゆき

之

（1964年８月16日生）

1988年４月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

1997年４月 『テックビーイング』 編集長

2001年４月 『リクルートナビキャリア（現「リクナビNEXT」）』 編集長

2002年４月 『ビーイング（関東版）』 編集長

2004年４月 同社 執行役員（HRディビジョン担当）

2006年４月 ㈱リクルートHRマーケティング(現㈱リクルートジョ

ブス) 代表取締役

2007年４月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役 執行

役員（人事・総務・コーポレートコミュニケーション担当）

2011年４月 ㈱リクルートエージェント 代表取締役社長

2012年10月 ㈱リクルートキャリア 初代代表取締役社長

2015年４月 ㈱リクルートホールディングス 顧問

2016年４月 一般社団法人日本人材紹介業協会 顧問〈現任〉

2017年３月 当社 社外取締役〈現任〉

10,000株

【選任理由及び期待される役割の概要】

　水谷智之氏は、㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）にて主に人材ビジネス

領域に携わり、同社人事担当取締役執行役員、㈱リクルートキャリアの初代代表取締役社長

を経る等の企業経営者としての活躍をはじめ、社外では社会起業家育成に携わる等人材と社

会貢献をテーマに幅広く活動し豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した客観的な立

場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見・提言等が期待できること

から、選任しております。
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候補者

番　号

氏　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当

（重要な兼職の状況）

所有する

当社株式数

5

やなぎ

栁

 

　
さわ

澤

 

　
こう

孝

 

　
じ

旨

（1971年５月19日生）

1995年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行

1999年５月 ㈱NTTデータ経営研究所入社

2005年５月 みずほ証券㈱入社

2006年２月 ㈱スタートトゥデイ（現㈱ZOZO） 常勤監査役

2008年６月 同社 取締役経営管理本部長

2009年４月 同社 取締役CFO

2015年12月 ㈱コロプラ 社外取締役〈現任〉

2017年４月 ㈱スタートトゥデイ（現㈱ZOZO） 取締役副

社長兼CFO〈現任〉

2020年３月 当社 社外取締役〈現任〉

0株

【選任理由及び期待される役割の概要】

　栁澤孝旨氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレー

ト・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有しており、独立した客観的な立場

から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見・提言等が期待できることか

ら、選任しております。

6

おぎ

荻

 

　
の

野

 

　
やす

泰

 

　
ひろ

弘

（1973年９月29日生）

2005年８月 ㈱マクロミル入社

2008年１月 同社 執行役員（財務経理本部担当）

2008年６月 ジェイマジック㈱入社

2008年12月 同社 取締役CFO経営管理本部長

2009年12月 ㈱ミクシィ入社

2011年11月 同社 経営推進本部長

2012年２月 同社 執行役員

2012年６月 同社 取締役

2017年５月 ㈱スマートヘルス 代表取締役

2018年４月 ㈱ミクシィ 執行役員

2020年３月 当社 社外取締役〈現任〉

2020年４月 ㈱オクト（現㈱アンドパッド） 取締役

CFO〈現任〉

0株

【選任理由及び期待される役割の概要】

　荻野泰弘氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、事業開発、M&A等を中心に経営管理全

般の豊富な見識を有しており、独立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適正

性を確保するための意見・提言等が期待できることから、選任しております。
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候補者

番　号

氏　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当

（重要な兼職の状況）

所有する

当社株式数

7

とき

時
おか

岡

 

　
ま

真
り

理
こ

子

（1979年７月29日生）

2002年10月 日本オラクル㈱入社

2010年12月 Quipper Limited Co-founder & COO

2013年10月 East Meet East, Inc. Founder & 

CEO〈現任〉

2019年６月 アステリア㈱ 社外取締役〈現任〉

2022年３月 当社 社外取締役〈現任〉

0株

【選任理由及び期待される役割の概要】

　時岡真理子氏は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、SaaS分野での起業経験

やグローバル事業経営、ダイバーシティ経営等、豊富な経験と幅広い見識を有しており、独

立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見・提言等

が期待できることから、選任しております。

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はございません。
2. 水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏及び時岡真理子氏は、社外取締役候補者です。
3. 水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏及び時岡真理子氏は、現在当社の社外取締役です

が、水谷智之氏の在任期間は本株主総会終結の時をもって６年、栁澤孝旨氏及び荻野泰弘
氏は３年、時岡真理子氏は１年となります。

4. 水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏及び時岡真理子氏が再任された場合、当社は会社法
第427条第１項及び当社定款第32条第２項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最
低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約をそれぞれ
継続する予定です。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間
で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役、管理職従業員、並び
に当社子会社の取締役、監査役及び管理職従業員です。当該保険契約により、被保険者が
その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによっ
て生じることのある損害を填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行
の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の故意による背信行為、犯罪行為若し
くは詐欺行為又は故意による法令違反等の場合には、填補の対象としないこととしており
ます。各候補者の取締役選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6. 水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏及び時岡真理子氏は、東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員の要件を満たしており、再任が承認された場合は、引き続きそれぞれ独立役員
とする予定です。

7. 鉢嶺登氏の所有する当社株式数は、同氏の資産管理会社であるHIBC㈱による所有株式
4,520,200株を含んでおります。

8. 野内敦氏の所有する当社株式数は、同氏の資産管理会社である㈱タイム・アンド・スペー
スによる所有株式400,800株を含んでおります。

以上
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